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   桶川市居住安定援助計画の認定等に係る事務取扱要綱  

 （目的）  

第１条  この要綱は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に

関する法律（平成１９年法律第１１２号。以下「法」という。）第５章の

規定に基づく居住安定援助計画の認定等に係る事務に関し、必要な事項

を定めるものとする。  

 （居住安定援助計画の認定等の手続）  

第２条  居住安定援助計画の認定等の手続のうち、この要綱に定めのない

ものは、国土交通省及び厚生労働省が整備した居住サポート住宅情報提

供システムにより行うものとする。  

 （居住安定援助計画に添付する書類）  

第３条  国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅

の供給の促進に関する法律施行規則（平成２９年厚生労働省、国土交通

省令第１号。以下「共同省令」という。）第８条第１号の間取図に表示す

る規模及び設備の概要は、次に掲げるとおりとする。  

 (1) 寸法及び面積（壁芯により算定したもの）  

 (2) 台所、便所、収納設備及び浴室又はシャワー室の位置  

 (3) 居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を賃借人が共同し

て利用する場合は、居間、食堂、台所、便所、洗面設備、浴室又はシ

ャワー室及び洗濯室又は洗濯場の位置  

２  共同省令第８条第２号の概要図に表示する居住安定援助の内容は、次

に掲げるとおりとする。なお、居住安定援助を事業者に委託して行う場

合は、委託契約書又は委託契約書の案を添付するものとする。  

 (1) １日１回以上の安否確認の事業実施計画及び対応フロー並びに機器

による安否確認を行う場合は、機器の概要  

 (2) １月に１回以上の見守りの事業実施計画  

 (3) 福祉サービスへのつなぎの事業実施計画、つなぎ先リスト、公的機
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関以外のつなぎ先事業者の同意書及び見守りから福祉サービスへつ

なぐまでの対応フロー  

 （居住安定援助計画の認定の通知）  

第４条  市長は、法第４３条第１項の規定による通知は、居住安定援助計

画認定通知書（様式第１号）により行うものとする。  

 （居住安定援助計画の変更の通知）  

第５条  市長は、法第４４条第２項の規定において準用する法第４３条第

１項の規定による通知は、居住安定援助計画の変更認定通知書（様式第

２号）により行うものとする。  

 （事業廃止の公示）  

第６条  共同省令第２３条第２項の規定による公示は、市ホームページに

おいて公開することをもって行うものとする。  

 （地位の承継の承認の通知）  

第７条  市長は、法第４５条の承認の通知は、共同省令第２５条の規定に

より行うものとする。  

 （改善報告の求め）  

第８条  市長は、法第４９条の規定による定期報告があった場合において、

当該報告のあった事項に指摘があるときは、居住安定援助賃貸住宅事業

定期報告書に関する通知書（様式第３号）により改善の報告を求めるも

のとする。  

２  前項の規定による改善の報告の求めに対する報告は、居住安定援助賃

貸住宅事業定期報告書に関する改善報告書（様式第４号）により行うも

のとする。 

 （専用賃貸住宅の目的外使用の承認の通知）  

第９条  市長は、共同省令第３２条の申請書の提出があった場合における

法第５０条第 1 項の承認をしたときの通知は、目的外使用に係る承認通

知書（様式第５号）により行うものとする。  
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 （申請取下届等）  

第１０条  法第４０条第１項の認定、共同省令第２２条第１項の変更認定

及び共同省令第２４条の承認並びに共同省令第３２条の承認の申請（次

項において「認定又は承認の申請」という。」）を取り下げようとする者

は、申請取下届（様式第６号）により市長に届け出なければならない。  

２  市長は、認定又は承認の申請があった場合において、当該申請が認定

又は承認の基準に適合しないと認めるときの申請者への通知は、（居住安

定援助計画・地位の承継・目的外使用）の（認定・変更認定・承認）し

ない旨の通知書（様式第７号）により行うものとする。  

 （報告徴収及び立入検査）  

第１１条  法第５４条第１項の規定による報告の求めに対する報告は、住

宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第５４条第

１項の規定による報告書（様式第８号）により行うものとする。  

２  市長は、法第５４条第１項の規定による立入検査を実施するときは、

あらかじめ認定事業者又は認定事業者から認定住宅の管理を委託された

者（第５項において「管理受託者」という。）に対し、立入検査実施通知

書（様式第９号）により通知するものとする。ただし、急を要する等の

必要があると認めるときは、この限りでない。  

３  法第５４条第３項の規定において準用する法第３３条第２項の規定に

よる身分を示す証明書は、立入検査員証（様式第１０号）のとおりとす

る。  

４  前項の立入検査員証は、立入検査員証交付台帳（様式第１１号）によ

り管理するものとする。  

５  市長は、立入検査を行ったときは、認定事業者又は管理受託者に立入

検査結果通知書（様式第１２号）により検査結果を通知するものとする。  

６  前項の規定による通知により改善を求められた者は、立入検査結果改

善報告書（様式第１３号）により、改善結果を市長に報告するものとす
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る。  

 （改善命令）  

第１２条  市長は、法第５５条の規定による改善命令の通知は、改善命令

書（様式第１４号）により行うものとする。  

２  前項の命令により改善を求められた者は、命令事項改善報告書（様式

第１５号）により改善結果を市長に報告するものとする。  

 （計画の認定の取消しの通知）  

第１３条  共同省令第３８条の規定による公示は、市ホームページにおい

て公開することをもって行うものとする。  

２  市長は、法第５６条第３項の規定による通知は、居住安定援助計画認

定取消通知書（様式第１６号）により行うものとする。  

   附  則  

 この要綱は、令和８年３月２３日から施行する。  
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様式第１号（第４条関係） 

 

第     号  

年  月  日  

 

           様 

 

 

桶川市長          印 

 

 

居住安定援助計画認定通知書 

 

     年  月  日付けで申請のあった標記の計画について、住宅確保要配慮者に

対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第４１条の規定に基づき認定したので、同法第

４３条第１項の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 認定年月日 

 

 

２ 認 定 番 号 

 

 

３ 住宅の名称 

 

 

４ 住宅の所在地 
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様式第２号（第５条関係） 

 

第     号  

年  月  日  

 

          様 

 

 

桶川市長          印 

 

 

居住安定援助計画の変更認定通知書 

 

     年  月  日付けで申請のあった居住安定援助計画（第    号）の変更

について、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第４４条第２項

において準用する同法第４１条の規定により認定したので、同項において準用する同法第

４３条第１項の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 変更認定年月日 

 

 

２ 認定番号 

 

 

３ 変更内容 
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様式第３号（第８条関係） 

 

第     号  

年  月  日  

 

          様 

 

 

桶川市長          印 

 

 

居住安定援助賃貸住宅事業定期報告書に関する通知書 

 

     年  月  日付けで提出のあった居住安定援助賃貸住宅事業定期報告書に

ついて、下記の不都合がありますので、改善状況を報告してください。 

 

記 

 

認定番号  

指摘事項 

 

 

報告期限  

 

                           担 当： 

                           電話番号： 
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様式第４号（第８条関係） 

 

年  月  日  

 

 桶川市長 

 

 

（賃貸人） 
認 定 事 業 者 住 所  
又は主たる事務所の所在地  
氏 名 又 は 名 称  

代 表 者 氏 名  
（援助実施者（賃貸人と異なる場合）） 

認 定 事 業 者 住 所  
又は主たる事務所の所在地  
氏 名 又 は 名 称  
代 表 者 氏 名  

 

 

居住安定援助賃貸住宅事業定期報告書に関する改善報告書 

 

     年  月  日付け  第  号の指摘事項について、下記のとおり改善状況

を報告します。 

 

記 

 

認定番号  

指摘事項 改善状況 
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様式第５号（第９条関係） 

 

第     号  

年  月  日  

 

          様 

 

 

桶川市長          印 

 

 

目的外使用に係る承認通知書 

 

国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する

法律施行規則第３２条の規定により、    年  月  日付けで申請のあった居住安

定援助計画（第    号）に係る専用賃貸住宅の目的外使用について、住宅確保要配慮

者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第５０条第１項の規定による承認をした

ので、通知します。 

 

記 

 

認定番号  

住戸番号 

目的外使用を行う

住戸の空室期間 

 

定期建物賃貸借の 

契約期間 
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様式第６号（第１０条第１項関係） 

 

年  月  日  

 

 桶川市長 

 

 

（申請者） 

住所又は主たる事務所の所在地  

氏 名 又 は 名 称  

代 表 者 氏 名  

 

 

申請取下届 

 

さきに提出した    申請を取り下げたいので、桶川市居住安定援助計画の認定

等に係る事務取扱要綱第１０条第１項の規定により届け出ます。 

 

申 請 年 月 日  

申 請 種 別  

理 由  
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様式第７号（第１０条第２項関係） 

 

第     号  

年  月  日  

 

（申請者） 

 住所又は主たる事務所の所在地  

 氏 名 又 は 名 称  

 代 表 者 氏 名   様 

 

桶川市長          印 

 

 

                の        しない旨の通知書 

 

 

     年  月  日付けで申請のあった          については、審査の

結果、下記の理由により、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律

第  条第  項に規定する        をしないこととしましたので、通知します。 

 

記 

 

理由 

 

 

 

教示 

１ 審査請求について 

 この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か

月以内に、桶川市長に対して審査請求をすることができます（なお、この処分があったことを知っ

た日の翌日から起算して３か月以内であっても、この処分の日から起算して１年を経過したときは、

審査請求をすることができなくなります。）。 

２ 取消訴訟について 

 この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、桶川

市を被告として（訴訟において桶川市を代表する者は桶川市長となります。）処分の取消しの訴え

を提起することができます（なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以

内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起する

ことができなくなります。）。ただし、１の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決

があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、処分の取消しの訴えを提起することが

できます。 

認定 

変更認定 

承認 

居住安定援助計画 

地位の承継 

目的外使用 

認定 
変更認定 
承認 
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様式第８号（第１１条関係） 

 

年  月  日 

 

 

 桶川市長 

 

 

                       （報告者） 

住所 

                        氏名 

電話番号 

 

 

  住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第５４条第１項の 

  規定による報告書 

 

 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第５４条第１項の規定

により報告します。 

 なお、この報告書及び添付書類に記載の事項に相違ありません。 

 

認定番号  
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様式第９号（第１１条関係） 

 

第     号 

年  月  日 

 

         様 

 

 

桶川市長          印 

 

 

立入検査実施通知書 

 

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第５４条第１項の規定

により、下記のとおり立入検査を実施するので、通知します。 

 

記 

 

１ 認定番号 

 

 

２ 検査日時 

 

 

３ 検査場所 

 

 

４ その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担 当： 

電話番号： 
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様式第１０号（第１１条関係） 

 

（表） 

 

立 入 検 査 員 証 

 

第    号 

 

 下記の職員は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律

第５４条第１項の規定による立入り、物件の検査及び質問の権限を有する職員で

あることを証明する。 

 

            所属・職名  

                   

            氏   名  

 

  令和  年  月  日 

桶川市長          印 

 

 

（裏） 

 

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（抜粋） 

 

 （報告徴収及び立入検査） 

第５４条 都道府県知事等は、この章の規定の施行に必要な限度において、認

定事業者又は認定事業者から認定住宅の管理を委託された者（以下この項に

おいて「管理受託者」という。）に対しその業務に関し必要な報告を求め、又

はその職員に、認定事業者若しくは管理受託者の事務所若しくは営業所若し

くは認定住宅に立ち入り、その業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件

を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

２ 前項の規定による立入検査において、現に居住の用に供している認定住宅

の居住部分に立ち入るときは、あらかじめ、当該居住部分に係る入居者の承

諾を得なければならない。 

３ 第３３条第２項及び第３項の規定は、第１項の規定による立入検査につい

て準用する。 
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様式第１１号（第１１条関係） 

 

交付番号 職　名 氏　　名 交付年月日 返却年月日 備　　考

立入検査員証交付台帳
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様式第１２号（第１１条関係） 

 （指摘事項及び注意事項がない場合） 

 

第     号 

年  月  日 

 

         様 

 

 

桶川市長          印 

 

 

立入検査結果通知書 

 

  年 月 日に実施した住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する

法律第５４条第１項の規定による立入検査については、文書で指摘する事項は認められ

ませんでした。引き続き適正な運営に努めてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当： 

電話： 
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 （指摘事項及び注意事項がある場合） 

 

第     号 

年  月  日 

 

         様 

 

 

桶川市長          印 

 

 

立入検査結果通知書 

 

    年  月  日に実施した住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進

に関する法律第５４条第１項の規定に基づく立入検査については、下記のとおり改善を

要する事項が認められました。 

つきましては、「指摘事項」については、速やかに必要な措置をとり、その結果を  

   年  月  日までに改善報告書により提出してください。 

なお、「注意事項」については、文書による報告は不要ですが、改善に取り組んでく

ださい。 

 

記 

 

認定番号  

指摘事項 

 

注意事項 

 

 

 

 

 

担当： 

電話番号： 
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 （指摘事項のみがある場合） 

 

第     号 

年  月  日 

 

         様 

 

 

桶川市長          印 

 

 

立入検査結果通知書 

 

    年  月  日に実施した住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進

に関する法律第５４条第１項の規定に基づく立入検査については、下記のとおり改善を

要する事項が認められました。 

つきましては、「指摘事項」について速やかに必要な措置をとり、その結果を    年 

  月  日までに改善報告書により提出してください。 

 

記 

 

 

認定番号  

指摘事項 

 

 

 

 

 

 

担当： 

電話番号： 
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 （注意事項のみがある場合） 

 

第     号 

年  月  日 

 

         様 

 

 

桶川市長          印 

 

 

立入検査結果通知書 

 

    年  月  日に実施した住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進

に関する法律第５４条第１項の規定に基づく立入検査については、下記のとおり改善を

要する事項が認められました。 

つきましては、「注意事項」について改善に取り組んでください。 

なお、改善報告書を提出する必要はありません。 

 

記 

 

 

認定番号  

注意事項 

 

 

 

 

 

 

 

担当： 

電話番号： 
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様式第１３号（第１１条関係） 

 

年  月  日 

 

桶川市長 

 

（認定事業者又は管理受託者） 

住所又は主たる事務所の所在地   
氏 名 又 は 名 称  
代 表 者 氏 名  

 

 

立入検査結果改善報告書 

 

     年  月  日付け  第  号の指摘事項について、下記のとおり改善状

況を報告します。 

 

記 

 

認定番号  

指摘事項 改善状況 
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様式第１４号（第１２条関係） 

（表） 

第     号  

年  月  日  

 

                （賃貸人） 

                  認定事業者住所 

                  又は主たる事務所の所在地 

                  氏名又は名称 

                  代表者氏名 

                （援助実施者（賃貸人と異なる場合）） 

                  認定事業者住所 

                  又は主たる事務所の所在地 

                  氏名又は名称 

                  代表者氏名 

 

改善命令書 

 

 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第４６条から第４８条

までの規定に違反し、又は同法第５１条の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項を

遵守していないと認められることから、同法第５５条の規定により、下記のとおり改善

に必要な措置を命ずる。 

 

      年  月  日 

 

 

桶川市長          印 

 

記 

 

１ 認定年月日 

 

２ 認定番号 

 

３ 措置 

 

４ 事由 

 

５ 改善の期限 
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（裏） 

 

教示 

 

１ 審査請求について 

 この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から

起算して３か月以内に、桶川市長に対して審査請求をすることができます（なお、こ

の処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、この処分

の日から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。）。 

２ 取消訴訟について 

 この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月

以内に、桶川市を被告として（訴訟において桶川市を代表する者は桶川市長となりま

す。）処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、この処分があったこと

を知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算

して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）た

だし、１の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知っ

た日の翌日から起算して６か月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができま

す。 
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様式第１５号（第１２条関係） 

 

年  月  日  

 

 桶川市長 

 

 

（賃貸人）                    
認 定 事 業 者 住 所   
又は主たる事務所の所在地  
氏 名 又 は 名 称  

代 表 者 氏 名  
（援助実施者（賃貸人と異なる場合））           

認 定 事 業 者 住 所   
又は主たる事務所の所在地  
氏 名 又 は 名 称  
代 表 者 氏 名  

 

 

命令事項改善報告書 

 

     年  月  日付け  第  号の指摘事項について、下記のとおり改善結果

を報告します。 

 

記 

 

１ 認定年月日 

 

２ 認定番号 

 

３ 改善結果 
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様式第１６号（第１３条関係） 

（表） 

 

第     号  

年  月  日  

 

          様 

 

 

桶川市長          印 

 

 

居住安定援助計画認定取消通知書 

 

 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第５６条第 項第 号

の規定により、下記のとおり居住安定援助計画の認定を取り消したので、同条第３項の規

定により通知します。 

 

記 

 

１ 認定年月日 

 

 

２ 認定番号 

 

 

３ 認定取消年月日 

 

 

４ 理由 
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（裏） 

 

教示 

 

１ 審査請求について 

 この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起

算して３か月以内に、桶川市長に対して審査請求をすることができます（なお、この処

分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、この処分の日か

ら起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。）。 

２ 取消訴訟について 

 この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以

内に、桶川市を被告として（訴訟において桶川市を代表する者は桶川市長となります。）

処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、この処分があったことを知った

日の翌日から起算して６か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を

経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）ただし、１の審

査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から

起算して６か月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。 

 


